
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
七
号

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
施

行
令

内
閣
は
、
盲
学
校
、

ヽ
ヽ

ろ
う
学
校
及
び
養
護
学
校
へ
の
就

学
奨
励
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十

四
号
）
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
条
の

規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
経
費
の
範
囲
及
び
算
定
基
準
）

第
一
条
　
都
道
府
県
が
、
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
支
弁
す
べ
き
経
費
の
範

囲
及
び
そ
の
算
定
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
費

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一
　
教
科
用
図
書
の
購
入
費
　
学
年
別
に
文
部
科
学
省

令
で
定
め
る
教
科
ご
と
に
各
一
種
類
の
教
科
用
図
書

の
価
額
。
た
だ
し
、
特
定
の
教
科
に
つ
い
て
は
、
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
二
以
上
の

種
類
の
教
科
用
図
書
の
価
額

二
　
学
校
給
食
費
　
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
六
十
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学

校
給
食
費
又
は
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
及
び
高
等

部
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
学
校

給
食
に
要
す
る
経
費
で
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
経
費
以
外
の
も
の
の
額

三
　
通
学
に
要
す
る
交
通
費
　
児
童
又
は
生
徒
が
、

も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
通
学
す

る
場
合
の
交
通
費
の
額

四
　
帰
省
に
要
す
る
交
通
費
　
学
校
附
設
の
寄
宿
舎
に

居
住
す
る
児
童
又
は
生
徒
が
、
年
間
三
回
以
内
、

も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
帰
省
す

る
場
合
の
往
復
の
交
通
費
の
額

五
　
付
添
人
の
付
添
に
要
す
る
交
通
費
　
学
校
附
設
の

寄
宿
舎
に
居
住
す
る
児
童
又
は
生
徒
が
年
間
三
回
以

内
帰
省
す
る
場
合
及
び
小
学
部
第
一
学
年
か
ら
第
三

学
年
ま
で
に
在
学
す
る
児
童
が
通
学
す
る
場
合
に
要

す
る
付
添
人
の

も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方

法
に
よ
る
付
添
中
の
交
通
費
の
額

六
　
学
校
附
設
の
寄
宿
舎
居
住
に
伴
う
経
費
　
寝
具
そ

の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
日
用
品
等
の
購
入
費

及
び
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
範
囲
の
食
費
の
額

七
　
修
学
旅
行
費
　
児
童
又
は
生
徒
が
、
小
学
部
、
中

学
部
又
は
高
等
部
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
一
回
参
加
す

る
修
学
旅
行
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
修
学
旅
行
に

直
接
必
要
な
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
見
学
料
の
額

八
　
学
用
品
の
購
入
費
　
児
童
又
は
生
徒
が
通
常
必
要

と
す
る
学
用
品
の
購
入
費
の
額

（
経
費
の
支
弁
の
基
準
）

第
二
条
　
都
道
府
県
が
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

支
弁
す
べ
き
経
費
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

一
　
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
保
護
者
等
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
保

護
者
等
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
属
す
る
世
帯

の
収
入
の
額
（
以
下
「
収
入
額
」
と
い
う
。
）
が
生

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
基
準
の
例
に
よ
り
測
定
し
た
そ
の
世
帯
の
需
要

の
額
（
以
下
「
需
要
額
」
と
い
う
。
）
の
一
・
五
倍

未
満
の
場
合
　
小
学
部
又
は
中
学
部
の
児
童
又
は
生

徒
に
係
る
場
合
は
、
前
条
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま

で
、
高
等
部
の
生
徒
に
係
る
場
合
は
、
同
条
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る

経
費
の
全
額

二
　
収
入
額
が
需
要
額
の
一
・
五
倍
以
上
二
・
五
倍
未

満
の
場
合
　
小
学
部
又
は
中
学
部
の
児
童
又
は
生
徒

に
係
る
場
合
は
、
前
条
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に

掲
げ
る
経
費
の
半
額
、
高
等
部
の
生
徒
に
係
る
場
合

は
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
経
費
の
全
額
並
び
に
同

条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号

に
掲
げ
る
経
費
の
半
額

三
　
収
入
額
が
需
要
額
の
二
・
五
倍
以
上
の
場
合
　
小

学
部
又
は
中
学
部
の
児
童
又
は
生
徒
に
係
る
場
合

は
、
前
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
経
費

の
半
額
、
高
等
部
の
生
徒
に
係
る
場
合
は
、
同
条
第

一
号
に
掲
げ
る
経
費
の
全
部

（
校
長
が
行
う
経
費
支
給
の
方
法
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
費
の
交
付

を
受
け
た
校
長
は
、
こ
れ
を
保
護
者
等
に
支
給
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
護
者
等
に
支
給
す
る
た

め
特
別
の
経
費
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
保
護
者
等
に
つ

い
て
次
条
に
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
等
に
よ

り
、
児
童
又
は
生
徒
に
支
給
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
き
は
、
児
童
又
は
生
徒
に
支
給
す
る
こ
と
を
妨
げ
な

い
。

第
四
条
　
法
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る

特
別
の
事
情
は
、
経
費
の
支
給
を
受
け
る
者
が
、
支
給

さ
れ
る
金
銭
を
紛
失
し
、
浪
費
し
、
又
は
目
的
外
に
使

用
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
及

び
第
二
条
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

２
　
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
附

則
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
二
条

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
、
義
務
教
育
諸
学
校
の

教
科
用
図
書
の
無
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
六
十
号
）
附
則
第
二
項
及
び
義
務
教
育
諸
学
校

の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
附
則
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
教

科
用
図
書
の
給
与
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
児
童
又
は

生
徒
の
保
護
者
等
に
対
し
て
、
教
科
用
図
書
の
購
入
費

を
支
弁
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
第
一
号
中

「
学
校
の
種
類
別
」
と
あ
る
の
は
「
学
校
の
種
類
別
、

部
別
」
と
、
第
二
条
第
一
号
中
「
前
条
第
二
号
」
と
あ

る
の
は
「
前
条
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
前
条

第
二
号
か
ら
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
号
に

掲
げ
る
経
費
の
全
額
及
び
同
条
第
二
号
か
ら
第
八
号
」

と
、
同
条
第
三
号
中
「
高
等
部
の
生
徒
に
係
る
前
条
第

一
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
号
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ

読
み
替
え
て
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
を
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
五
月
二
六
日
政
令
第
七

八
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
三
月
二
九
日
政
令
第
三

九
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
一
年
四
月
二
七
日
政
令
第
一

一
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
二

二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
一
年
九
月
一
〇
日
政
令
第
二

八
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
養
護
学
校
へ
の
就
学
の
奨
励
に
関
す
る
部
分
は
、

昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及

び
養
護
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
施
行
令
中

盲
学
校
又
は
ろ
う
学
校
の
高
等
部
へ
の
就
学
の
奨
励
に

関
す
る
部
分
は
、
昭
和
三
十
一
年
度
に
お
い
て
使
用
さ

れ
る
教
科
用
図
書
の
購
入
費
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
五
月
一
三
日
政
令
第
一

一
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

三
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
四
月
三
日
政
令
第
一
〇

三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
三
月
三
一
日
政
令
第
六

八
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
六
年
四
月
一
日
政
令
第
八
九

号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
三
月
二
三
日
政
令
第
五

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
九
年
二
月
三
日
政
令
第
一
四

号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
政
令
第
一
三

九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
四

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
二
日
政
令
第
五

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
二
五
日
政
令
第
五

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

1


